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令和５年度実施修学旅行積立金徴収金額の変更について 
 

 

 初夏の候、保護者の皆様にはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。平素より本校の

教育活動にご理解ご協力をたまわり、厚くお礼申しあげます。 

 さて、令和５年度の修学旅行（現１年生）実施にかかる積立金の徴収につきまして、年度当

初のご案内では、１年次の２５，０００円（７，５００円×３回、２，５００円×１回）、２年

次の２７，０００円とで、合計５２，０００円の分割徴収をお願いしておりました。しかしな

がら、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、体験学習やその他の活動旅行費用等が

値上がり傾向にあり、すでに来年度実施の見積り金額でも５５，０００円近くかかる見通しで

す。 

 つきましては、２年次に急なご負担とはならないように、下記の徴収金分割表にありますと

おり、今年度よりおおむね平均化した形での徴収を行わせていただきたく存じます。ご家庭に

おかれましてはたいへんご負担をおかけするところではございますが、何とぞご理解たまわり

ますようお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

 

 令和３年度（１年次） 

９～１１月の２年積立金徴収額を増額して徴収させていただきます。 

 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 合計 

生徒費 6,000 0 0 0 4,500 0 0 10,500 

１年積立金 0 7,500 0 0 4,000 8,000 8,000 27,500 

ＰＴＡ会費 0 0 6,000 0 0 0 0 6,000 

合計 6,000 7,500 6,000 0 8,500 8,000 8,000 44,000 

 

令和４年度（２年次） 

２年積立金 ２７，５００円徴収予定 

合計５５，０００円といたします。 
 

※就学援助、生活保護家庭は、就学援助費として３年次の修学旅行実施後に支給されます。 


